
2024 年 3 月 19 日 

会員各位                           

【 職能部 仕事斡旋基本料金 改定のお知らせ 】 

 

日頃より本会の運営にご理解ご協力いただきありがとうございます。 

2009 年の本会発足より音楽療法士仕事斡旋の料金を据え置きしてきましたが、世の中の 

経済状況を考慮して 2024 年 1 月より基本料金を改定することといたしました。 

これは、本会へ新たに仕事依頼をいただく場合の依頼者様への提示料金となります。しか

し、依頼者様の予算の都合もありますので、全てがこの料金でお願いできるとは限りません。

なるべく基本料金に近づけていただけるよう職能部で努力する所存です。 

また、既に個人で仕事をされている料金につきましては、職能部では関与することができ

ません。ご理解ください。 

 

－音楽療法士派遣 基本料金－ 

音楽療法セッション 

セッション形態 音楽療法士 対象者人数 時間 料金 交通費 

個人セッション 1 名 1 名 30 分 3,000 円 ・車：自宅～現地 

実測距離×20 円 

・公共交通機関 

は実費 

大人集団セッション 1 名 集団 ～60 分 8,000 円 

2 名 集団 ～60 分 (2 名で)14,000 円 

児童集団セッション 2 名 集団 ～60 分 (2 名で)14,000 円 

 ※音楽療法の目的や対象者様のご要望、参加人数や会場設備によって音楽療法士の派遣人数や料金が

変わる場合がありますので、個々にご相談をお願いいたします。 

音楽療法講座・講習会講師 

催事 音楽療法士 対象者人数 時間 料金 交通費 

講座・講習会 2 名 集団 ～90 分 30,000 円 

（2 名で） 

車：実測距離×20 円 

遠方の場合は＋高速料金 

 

基本料金改正に伴い、本会会員募集と音楽療法士派遣募集のチラシを作成いたしました。 

詳細はホームページに掲載してあります。 

基本料金は [音楽療法について]のページ 

新チラシは [ホーム]のページ 
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